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１ 日本規格協会グループ(JSA GROUP)のご紹介

■ 創立：1945年12月 改組：2018年10月（三法人に分離）

■ 体制：本部（東京都港区三田3-13-12MTビル)

４支部 （名古屋・関西・広島・福岡）

■ 従業員数：約300人

■ 事業内容

（一財）日本規格協会
・JIS開発・JAS開発・JSA規格開発

・ISO/IEC規格開発

・標準化の普及（セミナー開催・QC検定等）

日本規格協会ソリューションズ（株）
・出版と関連サービス

・人材育成（セミナー・研修等）

・マネジメントシステム認証

・サービス認証

（一財）日本要員認証協会
・マネジメントシステム審査員評価登録センター(JRCA)

・翻訳者評価登録センター(RCCT)

・標準化人材登録センター(RCES)
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（出典：標準化教室シニア版（経産省））

2 標準化の基礎・役割・動向等
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（出典：標準化教室シニア版（経産省））
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（出典：標準化教室シニア版（経産省）） 6



⮚ ｢標準化｣(Standardization)
自由に放置すれば多様化、複雑化、無秩序化する事柄を少数化、単純化、秩序化する「行動」

⮚ ｢標準｣(Standards)
• 標準化により制定される「取決め」、規格。

• 強制的なものと任意のものが存在。
• 我が国では一般的には「任意規格」(例：日本産業規格(JIS))を指す。

③デファクト標準（de facto standard）

②フォーラム標準

①デジュール標準（de jure standard）

⮚“de jure”はラテン語の「法にあった」、「法律上で正式」の意。公的標準。
⮚公的な機関で明文化され公開された手続きによって作成された標準。
⮚利害関係者間でのコンセンサス形成が重要

⮚“de facto”はラテン語の「事実上の」の意、実質的標準。
⮚実質的に国際市場で採用しているいわゆる「世界標準」。
法的根拠はないが市場での競争力で勝ち抜いた標準。

⮚関心のある企業などが集まって結成された“フォーラム”が中心となって作成された
標準。

⮚公的ではないが、“デジュール標準”の様な開かれた手続き。
⮚特に、先端技術分野の標準を作成する場合によく利用

（例）Bluetooth

（例）Windows 

（例）JIS,JAS,ISO,IEC

無線通信で接続
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・機械要素部品
・タイヤ
（強度・耐久性）

・シートベルト ・ヘルメット

・チャイルド
シート等

・製品の共通化

・コンパクト
ディスク
（CD）

・QRコード
・ボタン電池等

・環境配慮設計
・工場排水試験方法

・省エネラベル 等

・高齢者/障害者配慮設計
・車いす等

・介護用ベッド

・視覚障害者
誘導用ブロック

・取扱説明書の図記号
・リコール社告 等

・電気用図記号
・各種専門領域の用語
・SI単位
・標準物質等

・標識

・製図法

・乾電池

国家・国際規格

を制定する

一定水準の品質
（性能等）の確保

安全性の確保

生産効率の向上
・コスト削減

新技術の普及
市場の拡大

多様性の制御
（最適化, 単純化）

環境負荷の低減
地球温暖化防止
への貢献

高齢者や障害者
に配慮した
社会づくり

消費者の
安全を守る

正確な情報伝達
（相互理解の促進）

互換性・
インターフェースの

確保
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民間企業

研究機関
学会・
大学

日本産業規格（ＪＩＳ）

国際標準化機構（ISO）
［理事国数20 （日本は常任理事国）］

国際電気標準会議（IEC）
［評議国数15 （日本は常任評議国）］

○日本産業規格（JIS）は、産業標準化法に基づき、日本産業標準調査会（JISC）の審議を経て制
定。 2022年3月末時点で10,918規格。

○ISO/IECは、各国一標準化機関によって構成。我が国はJISCが代表（昭和27年閣議了解）。 JISC
傘下で国内関係団体（約300）が分野毎の専門委員会（約900）に対応。

専門委員会数 755
（うち日本が幹事 78）

専門委員会数 206
（うち日本が幹事 24）

＜主務大臣＞
経産省・内閣府
厚労省・国交省
農水省・文科省
総務省・環境省

ＩＳＯ/ＩＥＣ国内審議団体・JIS原案作成団体
工業会・学会等（約３００）

事務局：経済産業省 産業技術環境局

★ＩＳＯ／ＩＥＣの各委員会
等には、個々の国内審議団
体、関係企業、研究機関等
が、ＪＩＳＣの名の下で対
応

部会・技術専門委員会

工業会

日本産業標準調査会
Japanese Industrial Standards Committee（ＪＩＳＣ）

＜常任理事国（６ヶ国）＞
米国、ドイツ、フランス
英国、日本、中国

＜常任評議国（６ヶ国）＞
米国、ドイツ、フランス
英国、日本、中国

Ｉ
Ｓ
Ｏ
規
格

Ｉ
Ｓ
Ｏ
規
格

Ｉ
E
C
規
格

標準化体制

＜規格数＝23,574  @2020年12月末＞ ＜規格数＝8,351  @2021年12月末＞

認定産業標準作成機関 9

JTC1
情報



短所長所
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標準化の長所・短所

● 標準化は、同一規格の財・サービスを普及させることで相乗効果を生み出し、
市場拡大等の長所がある。

● 他方、他社の参入が容易になり競争性が高まるなどの短所の面もあるため、
何をどのように標準化するのかについて戦略を検討する必要がある。

✔市場創造・拡大
・標準化によって、一定の水準の製品・サービスを提

供する事業者が増え、当該市場が拡大する

✔市場の安定
・標準化によって、粗悪品や類似商品の排除、製品・

サービスの質の保証が実現される

✔競争領域の限定
・標準化された領域では差別化が難しくなるため、標

準化されていない領域にリソースを重点配分できる

(※)

✔市場創造・拡大
・標準化によって、一定の水準の製品・サービスを提

供する事業者が増え、当該市場が拡大する

✔市場の安定
・標準化によって、粗悪品や類似商品の排除、製品・

サービスの質の保証が実現される

✔競争領域の限定
・標準化された領域では差別化が難しくなるため、標

準化されていない領域にリソースを重点配分できる

(※)

✔参入障壁の低下
・標準化された領域は技術がオープン化されるため、

他社の参入が容易になる

✔価格の低下
・標準化された領域では競争が激化するため、価格が

低下する

✔非標準製品・サービスの排除
・標準化された領域では、標準に外れた製品・サービ

スの提供が困難になる

✔参入障壁の低下
・標準化された領域は技術がオープン化されるため、

他社の参入が容易になる

✔価格の低下
・標準化された領域では競争が激化するため、価格が

低下する

✔非標準製品・サービスの排除
・標準化された領域では、標準に外れた製品・サービ

スの提供が困難になる
※製品・サービスの品質の測り方が標準化される場合は、測り方は差別化が難
しくなるが、 測られる対象となる品質において差別化が可能となる
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最近の動向
１．標準化の対象を「工業」から「産業」に拡大（2019年～）
「日本工業標準化法」→「日本産業標準化法」 : サービス関連JIS等が新たに制定
JIS Y 1001:2019 サービスロボットを活用したロボットサービスの安全マネジメントシステムに
関する要求事項
JIS Y 17100:2021 翻訳サービス―翻訳サービスの要求事項 等

２．新市場創造型標準化制度の創設（2014年～）
従来の業界団体発の標準化に加え、既存の業界団体では対応できない中小企業等の先端
技術の標準化を可能とした制度

３．JSA規格の創設（2017～）
企業等の依頼を受けて、透明性・公平性及び客観性を確保した民間規格としてJSA規格
を開発・発行
JSA-S1003:2021 保険代理店サービス品質管理態勢の指針
JSA-S1004:2020 コールドチェーン物流サービス－低温保管サービス及び低温輸送サービスに関す
る要求事項 等

4. 日本農林規格(JAS)の開発（2020～）
農林水産省による JAS等の国際標準化による輸出環境整備委託事業の一環として、「茶
成分の近赤外分光分析方法のJAS開発」等を実施中。
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新市場創造型標準化制度の概要

新市場創造型標準化制度とは、既存の業界団体等では対応できない、特定企業の先端技術やサービス
の標準化を可能とした制度です。(2014年創設）
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株式会社悠心は、特許取得している注ぎ口の逆止弁の効果によって開封後も内容物の鮮
度を保てる液体容器を開発。
内容物の酸化度合いを客観的に証明するために、その評価方法を標準化。
本容器の性能の信頼度が向上し、当初取引のなかった業界からも引き合いがくるなど、新
市場創造・ビジネスチャンス拡大につながった。

規格作成にあたっての期待・動機
容器の鮮度保持性能の評価基準を作ることで、自社製品の信頼性をPRしたい。

規格の概要（機能を評価するための試験方法）
容器に入れられた溶液の酸化度合いの測定方法、試験条件、逆止機能に
よる酸化防止性能の表示方法などを定める。
※注ぎ口の逆止弁の構造・材料等は特許化

効果
調味料業界との取引で、鮮度保持容器の認知度確立。
商品化では市場でのポジションを確立することができなかったものの、
現在、鮮度保持性能の高さから、他業界から大型案件の引き合い。

今後の展開
海外市場でも適切な評価を得られる環境整備のため、将来国際標準化も検討予定。

３ 標準化の戦略的活用事例
①性能の見える化による新市場創造・新規顧客開拓

株式会社悠心
所在地：新潟県、従業員数23名

（出典：標準化活用事例集（経産省））



株式会社 mil-kin(旧 アクアシステム 株式会社)は、食品加工工場や調理現場で、汚れや
菌を簡易・即時に確認できる携帯形微生物観察器を開発。
本製品の性能や品質の信頼を得るために、解像力や堅牢性の基準を標準化。
本製品を客観的に評価できる環境の整備により、市場が拡大。

規格作成にあたっての期待・動機
食中毒等事故(※)を減少させるため、様々な現場で簡易・即時に細菌
の有無を判定できる製品の市場展開を進めるために、製品の能力・
性能を客観的に評価する環境を整えたい。
※年間患者6億人、死者42万人 (出典:WHO推計2015)

規格の概要(機能を評価するための試験方法)
携帯形微生物観察器の解像力や堅牢性(耐衝撃性、耐高温、
耐高湿性)の基準を定める。
※照明及び対物レンズは特許化(原理や構造は公表。)

効果
装置の性能が客観的に評価できるようになり、取引先の信頼性向上
により、大手コンビニの採用や海外市場の拡大など新規取引が増加。
取引先推移:2018年(JIS作成前)800社から2019年(JIS化後)1650社に増加。

今後の展開
「JISに基づく製品ならば」と東南アジアを中心に海外市場が拡大。
更なる市場拡大に向けて、将来国際標準化も検討予定。

②性能の見える化による信頼性向上・取引先拡大

ここに試料をセット

スマートフォンやタブレットで観察可能

株式会社 mil-kin
所在地:群馬県、従業員8名(2020年4月時点)
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４．国際標準化の重要性

（出典：標準化教室シニア版（経産省）） 15



1995     WTO/TBT協定発効
強制規格や適合性評価手続の作成の際、
原則として国際規格(ISO/IEC等)を基礎とすることを義務づけ

1996     WTO政府調達協定発効
調達基準には国際規格を基礎とすることを各国に義務づけ

2001    中国のWTO加盟
ISO/IEC などの国際規格への整合化を政府主導で強力に推進

欧米先進国では、国際競争力強化のため、活発な国際標準化活動を重
視

WTO/TBT協定（貿易の技術的障害に関する協定：1995）の発効以降、原則として地域規格、

国家規格は国際規格（ISO/IEC等）との整合性を図ることが義務付けられ、国際標準化への戦

略的な対応が必須に。遅れをとると、大きくビジネスチャンスを失う可能性あり。

【WTO/TBT協定 2.4条、5.4
条、附属書３F】

＜2.4条＞
加盟国は、強制規格を必要とす
る場合において、関連する国際
規格が存在するとき又はその仕
上がりが目前であるときは、当
該国際規格又はその関連部分を
強制規格の基礎として用いる。

（注）5.4条には適合性評価手続につ
いて、附属書３Fには任意規格に
ついて、同様の規定あり。

【WTO/政府調達協定 6条】

＜6条＞
機関は、技術仕様について、
国際規格が存在するときは当
該国際規格、国際規格が存在
しないときは国内強制規格、
認められた国内任意規格又は
建築基準に基づいて定める。

WTO/TBT協定等の存在

16



国際標準

国家標準

業界標準

社内標準

ISO / IEC / ITU

EN,・・・

JASO / JEITA,・・・

JIS / ANSI / BS / DIN,・・・

WTO/TBT協定の各国基準体系への影響

地域標準 整
合
化

提
案
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（出典:ISO資料）

アメリカ

ドイツ

イギリス

フランス

日本

中国

70

132

75

108

74

76

（参考）2021：ドイツ131 アメリカ98  日本80  フランス79  イギリス77  中国71

ISO主要国による幹事国引受数の推移



ISO規格の制定手順 https://www.jisc.go.jp/international/iso-prcs.html

ISO規格は通常次の6つの段階を踏んで作成され、36ヶ月以内に国際規格の最終案がまとめられることとなっ
ています。

（1）新作業項目（NP）の提案
•各国加盟機関、TC（専門委員会）/SC（分科委員会）の幹事などが新たな規格の策定、現行規格の改定
を提案
•中央事務局は各国に提案に賛成か反対かを3ヶ月以内に投票するよう依頼
•投票結果が次を満たす時に提案は承認

• 投票したTC/SCのP（積極的参加）メンバーの2/3以上が賛成すること
• 5ヶ国以上のPメンバーが審議に参加すること

（2）作業原案（WD）の作成
•第一次ＷＤの入手（登録時に原案がない場合、登録から6ヶ月以内）
•提案の承認後、TC/SCのWG（作業グループ）においてWDの策定に当たる専門家をTC/SCの幹事がPメ
ンバーと協議して任命

•幹事より任命された専門家はWGにおいてWDを検討作成
•その上で、専門家はNP提案承認後6ヶ月以内にTC/SCにWDを提出
•委員会はこの最終作業原案をPASとして発行可能（登録から12ヶ月以内）

19



（3）委員会原案（CD）の作成
•WDはCD案として登録されTC/SCのPメンバーに意見照会のため回付（登録から12ヶ月以内）
•委員会の判断でCD段階は省くことができる。CDを省く場合、DISを回付できるようになった時点で作
成段階が終了する。

•Pメンバーの意見を踏まえ幹事を中心にCD案を検討、必要に応じて修正
•総会でのコンセンサス又は、Pメンバーの投票にかけて2/3以上の賛成を得た場合にCDが成立
•その上で、CDは国際規格原案（DIS）として登録
•委員会は技術的問題が解決できない場合、TSとして発行可能

（4）国際規格原案（DIS）の照会及び策定
•登録されたDISはTC/SCメンバーだけでなく全てのメンバー国に投票のため回付（投票前の翻訳期間
2ヶ月、投票期間3ヶ月、ウィーン協定下で実施されているプロジェクトについては、投票期間5ヶ
月） （登録から24ヶ月以内）

•DISは次を満たす時に承認
• 投票したTC/SCのPメンバーの2/3以上が賛成 、かつ
• 反対が投票総数の1/4以下（DISが否決された場合、TC/SCの幹事が中心となりDISを修正し

再投票）
•上記の承認基準を満たしている場合は、最終国際規格案（FDIS）として登録。
•DIS投票結果及び委員会の知見等に基づき、委員会のリーダーの判断で、FDIS投票を省略し、そのま
ま国際規格の発行段階に進むことができる。（ただし、ウィーン協定下で実施されているプロジェク
トについては、FDIS投票を行わなくてはならない。） 20



（5）最終国際規格案（FDIS）の策定
•中央事務局が登録されたFDISを全てのメンバー国に投票のため回付（投票期間2ヶ月。この段階で規
格内容の修正は認められず。） （登録から33ヶ月以内）

•FDISは次を満たす時に承認され国際規格として成立
• 投票したTC/SCのPメンバーの2/3以上が賛成
• 反対が投票総数の1/4以下

•FDISが承認されなかった場合
• 修正原案をCD、DIS、FDISに再提出
• TSを発行する
• プロジェクトを取り消す

（6）国際規格の発行
•FDISの承認後、正式に国際規格として発行されます（発行期限はNP提案承認から36ヶ月以内）。

なお、ISOは技術革新のスピード・アップに対応して時宜を得た国際規格策定を行うために、迅速手続
（ Fast-track procedure）制度を導入しています。
迅速手続では、各国で一定の実績のある規格が、TC/SCメンバー又はISOと提携関係にある国際的標準
化機関（ECMA(欧州コンピュータ工業会)、ITU等）からISO事務総⾧に国際規格提案された場合、(1)
を実施し条件が満たされれば、(2)、(3)の作業手続を省いてDIS登録されることとなります。

21



（出典：標準化教室シニア版（経産省））

５．国際標準化の攻防事例
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ＱＲコードは無償化

○(株)デンソー（現：(株)デンソーウェーブ）は、物品流通管理の社内標準であったQRコードを普
及させるため、基本仕様をＩＳＯ化。必須特許はライセンス料無償で提供することで市場を拡
大。

○ＱＲコードの認識やデコード部分を差別化領域とし、QRコードリーダ（読み取り機）やソフト
ウェアを有償で販売し、QRコードリーダーでは国内シェアトップを獲得。

○QRコード自体が普及すれば収益が上がるビジネスモデルを確立。

標準（ISO）

ブラック
ボックス
領域

ブラック
ボックス
領域

ＱＲコードの基本仕様

ＱＲコード認識

デコード部分の
技術

特許特許

ＱＲコードの例

標準（ISO）

ＱＲコードの基本仕様

特許特許

標準と知財の組合せ

（ライセンスフリー）

（ライセンスフリー）

ＱＲコードの読み取り機
（ハンディターミナル等）

で収益確保

（資料）http://www.qrcode.com/qrfeature.html

1994年 1997年 2000年 2004年

市場 産業市場 → → 消費者市場

普

及

業

界

トヨタ

グループ

自動車業界

電気業界

アパレル業界

食品業界

専門店・デパ
ート

コンビニ、流通サービス

ボーダフォン、ＮＴＴドコモ、Ａｕ

メディカル機器業界

医療機関

→ その後も爆発的に利用拡大

23



（出典：企業戦略としてのルール形成に向けて（経産省）） 24



● ダイキン工業株式会社(大阪府、従業員2,248人)は、国際標準化を通じた自社製
品の普及を戦略的に実施。

● 諸外国に国際標準規格の規制への採用を働きかけ、ビジネス環境の改善を実現。

国際標準化(ISO)により海外規制に導入された一例

25



日本からの提案により、
ISO/TC34（食品）/WG24
（qNMR: 定量核磁気共鳴分
光法）で検討を進め、
2022年12月予定で
ISO24583（定量的核磁気共
鳴分光法—食品および食品
に使用される有機化合物の
純度測定— 1H NMR 内部標
準法の一般要件）が発行さ
れる予定。
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国際規格IEC60947-5-1

日本からIECに提案し
なかったため国際標準
化されなかった

国際規格に適合しないため、JIS改正時
TBT協定の影響により国内規格化できず

市場シェア激減
27© JSA2016

国際標準化を巡る攻防例（機械用押しボタンスイッチ取付穴寸法）

○A社（従業員数2,287名（連
結）、本社:大阪）は、開発・
標準・知財の一体体制で標準化
活動を推進。

○予期せぬ危険事態が発生した際
に、手を強く握る人間の反射的
な動作で機械を停止させる、ロ
ボットの安全操作用スイッチに
ついて、自社技術を基に国際標
準化を実現。

○世界シェア９０％を達成。

ロボット安全操作用スイッチ

安全操作用
スイッチ

経験を踏まえ
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（出典：標準化教室シニア版（経産省）） 29



まとめ

・標準化は市場拡大等のメリットの反面、技術のオープン化・価格競
争等のデメリットもある。

・知財との関連においては、オープン・クローズ戦略が重要。
➡技術的視点のみならず経営的視点での判断が必要。

・国際標準化は受け身となりやすいが、対応を誤ると市場を失う可能
性あり。

・WTO/TBT協定により各国規格は国際規格への整合化義務があり、こ
れを活用した国際提案が望ましい。

➡技術開発競争も重要だが、ルールメーキング（≒標準化）も重要。
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